 一般用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　
露天出店届出書
令和８年　　月　　日

  伊勢原観光道灌まつり実行委員会

  会    長    萩　原　鉄　也  様

住　　　所

                    屋 　　 号

                    出店者氏名  
(販 売 責 任 者)  　    　　 　                      

                  　連　絡　先
  次のとおり、市制５５周年記念第５９回伊勢原観光道灌まつりにおいて露天の出店を届け出ます。なお、飲食物を扱う場合は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」等を遵守します。
	項　　目
	内　　　　　　容

	出店日時
	令和８年１０月３日（土）　　：　　から　　：　　まで
令和８年１０月４日（日）　　：　　から　　：　　まで

	出店場所
	伊勢原市

	土地所有者
	住　所：
氏　名：

	飲食物の
取 扱 い
	有　・　無　　（有りの場合は裏面の手続例を確認してください）
※過去１年間で他の臨時的な行事に出店したことがある場合、県保健福祉事務所へ臨時営業許可の手続きが必要となることがあります。事前確認をしてください。

	取扱品目
	※取り扱うことができる品目数は原則１品目です

	屋外での
調理の有無
	有　・　無　　

※有の場合は調理の内容を記入してください。
　例：鉄板で焼く、ビールサーバーからコップに注ぐ等
※レトルト食品の加熱や飲み物をコップに注ぐ行為等も調理に当たります

	臨時営業者許可番号
（該当者のみ）
	

	予定食数
	　　　　　　　　　　　


	飲食店営業許可の有無
	有（業種・免許等名称　　　　　　　　　　）　・　無

	発電機の利用
	有（機数　　　機）・　無

	車道・歩道上への出店
	有（　県道　　市道　）　・　無
※有りの場合は警察等の許可（道路占用許可・道路使用許可）が必要になります。
　別紙、「露天出店を希望するみなさまへ」を必ずお読みください。


【提出期限】
 令和８年７月１７日（金）　締切厳守
 市役所２階「商工観光課」窓口へご提出ください。
 提出期限を過ぎてからの申請は受付できませんのでご了承ください。
詳細は、資料「露天出店を希望するみなさまへ」をご確認ください。

【重要】屋外で調理を含む飲食物を取り扱う場合に必要なお手続き


屋外で調理を含む飲食物を取扱う方へは、食中毒などの防止と会場の衛生管理のため、食品衛生講習会の受講をお願いしています。
また、ごみ回収費が発生しますので、皆様に美化協力金のご負担をお願いしています。物価高騰等の影響により金額が変更しておりますが、ご理解・ご協力をお願いします。
通常営業（店内調理・店内販売）については届出不要です。
（1） 屋外で調理・販売する場合（キッチンカーもこれに該当）


（2） 店内で調理・屋外で販売する場合（敷地内での販売も該当）


※臨時営業許可がない場合は、様式３「臨時出店者の詳細」の提出が
　必要です。

※食品衛生講習会、美化協力金（4,000円）の対象者には別途通知します。
飲食物を扱う方でお持ちでない場合は、様式３「臨時出店者の詳細」の提出が必要です





裏面へ





食品衛生講習会　　 ：出席


美化協力金(4,000円)：支払い





食品衛生講習会　　 ：出席


美化協力金(4,000円)：支払い








第４９回伊勢原観光道灌まつり

